職場における看護職員のウェルビーイング支援事業実施要領
公益社団法人　新潟県看護協会

１　ねらい
　　新潟県看護協会の目指すビジョンとして、看護職一人ひとりが質の向上を図りながら看護職自らも健康で幸福に働き続けられる環境（ウェルビーイングの向上）づくりを支援することとしている。看護職のウェルビーイングは、ケアの質を高める土台であり、看護職自身が心身ともに充実していることが看護実践のやりがいにつながるため、職員の健康啓発のために年代や状況別に起こる心身の変化、プレコンセプションケア等を内容とした研修会、および相談会等に必要な経費を支援する。

２　対象施設
新潟県看護協会員が所属する施設

３　対象事業
　　令和８年度中に次の事業を実施する施設に対して、事業経費を支援する。
1） 職員の健康啓発のために、年代や状況別に起こる心身の変化、プレコンセプションケア等、の教育事業
2） 職員の心身の健康に関する相談事業
3） その他、職員の心身の健康支援に必要な取り組み（例；啓発ポスターの作成・掲示、リーフレットの作成・配布等）

４　支援対象経費と上限額
1） 対象経費
　　①　３の１)から３)までの事業にかかる経費
　　②　３の１)から３)までを担当する職員の研修費（ただし旅費は含まない）
2） 上限額　１施設１０万円（税込）を上限に６施設まで補助する（先着順）

５　申請書類等
　　以下の書類を提出すること
１）事業支援に係る書類　事業実施の２ヵ月前までに提出すること
　　① 事業計画書【様式1】事業ごとに作成すること
　　② 事業予算書【様式2】全事業経費を計上すること
２）事業費請求に係る書類　事業終了後速やかに提出すること(最終提出期限令和9年3月15日)
　　① 事業報告書【様式3】事業ごとに作成すること
　　② 精算書【様式4】全事業経費を計上すること
　　③ 事業費請求書【様式5】

６　申請方法
　　所定の様式をメールに添付して申請する
１）各様式は、新潟県看護協会ホームページに掲載するため、ダウンロードする
「掲載場所」
看護協会HPトップ＞看護職の方＞ワーク・ライフ・バランス＞ウェルビーイング支援
２）申請先メールアドレス：h.yamada@niigata-kango.com
３）メールの件名「R8ウェルビーイング支援事業申請」とする

７　結果通知方法
　　１）申請時のメールアドレス宛に申請結果を通知する

８　その他
１）事業予算書の作成については、【記入ガイド】を参考にすること
